
 

 

 

 

 

平成２２年５月２５日 

於・総務省１１階第３特別会議室 

 

 

 

 

 

情報通信審議会 電気通信事業政策部会・ 

接続政策委員会合同公開ヒアリング（第３回）議事録 

 

 

開会 午後２時００分 

閉会 午後３時５６分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 省



 

 

 

目  次 

 

１ 開会…………………………………………………………………………………………１ 

 

２ 関係者事業者からのヒアリング…………………………………………………………２ 

 (1)ＫＤＤＩ株式会社 

 (2)ソフトバンク株式会社 

 (3)フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 

 (4)九州通信ネットワーク株式会社 

 (5)株式会社ウィルコム 

 (6)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 

 

３ 質疑・討議…………………………………………………………………………………１８ 

 

４ 閉会…………………………………………………………………………………………３９ 

 

 

 



 

－1－  

 

開  会 

 

○東海部会長 それでは、予定の時間がまいりましたので、ただいまから、電気通信事業

政策部会・接続政策委員会合同ヒアリング（第３回）を開催させていただきます。 

  本日は、委員の皆様方、そして、事業者の皆様方、大変ご多忙な中をご参集いただき

まして、ありがとうございます。私は、本日、議事進行を務めさせていただきます東海

でございます。よろしくお願い申し上げます。 

  今日は、電気通信事業政策部会からは部会長代理の辻委員、斎藤委員、新町委員、高

橋委員は今少し遅れられるということでございます。それから、接続政策委員会からは

相田専門委員、佐藤専門委員、関口専門委員にご出席いただいております。 

  ご案内のとおり、このヒアリングは、先月４月２７日に総務大臣から諮問されました

「長期増分費用方式に基づく接続料の平成２３年度以降の算定の在り方について」を審

議するための参考とさせていただくものでございます。 

  本日のヒアリング対象者といたしましては、敬称と株式会社を略させていただきます

けれども、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、フュージョン・コミュニケーションズ、九州通信

ネットワーク、ウィルコム、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本の各事業者にお集まりいただ

いております。 

  ヒアリングの進め方でございますけれども、まず、お越しいただきました各事業者に

意見陳述を行っていただきまして、すべての意見陳述の後に、４５分程度の質疑・討議

をさせていただく時間をとってございます。 

  本日、意見陳述を行っていただいた事業者におかれましても、他の事業者の意見陳述

に関しまして、ご意見・ご質問がございましたらご発言いただいて結構でございます。

ただし、挙手をしていただきまして、当方の了承をとっていただき、ご発言いただきた

いと存じます。 

  また、意見陳述の時間は、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本は合同で１５分以内でござい

ます。それから、その他の事業者におかれましては、それぞれ１０分以内でございます。

どうぞ、時間厳守でお願いしたいと思います。 

 

関係事業者からのヒアリング 
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○東海部会長 それでは、早速、議事次第の２の順番に基づきまして、ヒアリングに入っ

てまいりたいと思います。 

  まず、ＫＤＤＩ株式会社からご説明をお願い申し上げます。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） ＫＤＤＩの長尾でございます。本日は発言の機会をいただ

きまして、まことにありがとうございます。 

  では、早速、資料に沿って弊社の考え方についてご説明させていただきます。 

  おめくりいただきまして、「目次」、さらに１枚めくっていただき、「１．接続料につ

いての基本認識」から入らせていただきます。ここはいつも申し上げていることでござ

いますけれども、１９８５年の自由化以来、接続料が導入され、認められて以来、競争

市場の中で我々競争事業者がエンドエンドで料金設定を行うことができ、競争が活性化

してきたという経緯がございます。 

  その中で３ポツ目、ＮＴＴ東・西の接続料に関わる議論は、そういった経緯も踏まえ

ますと、競争促進政策の本質に関わる重要な問題であるというふうに考えます。接続料

の適正性を維持し、競争を通じてお客様料金の低廉化を図っていくことの重要性は今後

も変わることはないと考えます。 

  また、電気通信市場はネットワークのＩＰ化が進んでおります。これによって市場環

境が大きく変化しております。電話サービスのみならず、ドライカッパ等を含むレガシ

ー系サービス全体について、接続料算定の在り方を抜本的に見直す必要性が生じている

と考えております。 

  今回の検討に当たりましても、ＰＳＴＮのＩＰ電話への円滑な移行を促進し、電話サ

ービス全体のコストを低廉化させていくことを前提として、公正な競争環境を維持し、

国民全体の利便を向上させていくという観点から、接続料の在り方について、ぜひご議

論をいただきたいと考えます。 

  続きまして、今回の検討の対象でございますけれども、今回、情報通信審議会接続政

策委員会におかれましては、長期増分費用方式で算定されている、いわゆるＰＳＴＮの

接続料について、来年度以降の算定の在り方を議論することになっております。この絵

でいいますと、左側の上の部分になります。しかしながら、ＮＴＴ東・西はメタル回線

のユーザをＦＴＴＨに移行させようということを進められております。ＰＳＴＮの需要

が今後ますます、いわゆる０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話にシフトしていくことが予想されてお
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ります。こういった点を踏まえますと、検討の対象をＬＲＩＣ接続料に限定するのでは

なく、現在、ひかり電話として提供されているＩＰ電話にも広げて、電話サービス全体

の接続料について議論をすべきではないかと考えます。 

  一方、足回りのメタル回線、あるいは光ファイバ、この絵の下側の部分でございます

けれども、これらにつきましては、ドライカッパ、あるいは加入ダーク・ファイバとし

て、別途接続料が算定されております。電話サービスの接続料コストには含まれており

ませんけれども、これらにつきましても、冒頭申し上げましたように、別途、接続料の

在り方を議論すべきであると。今回は検討の対象にはなっておりませんけれども、別途、

ぜひ、ご議論をいただきたいと考えております。 

  おめくりいただきまして、ＩＰ化計画に関して申し上げます。ＰＳＴＮとＩＰ電話を

あわせた電話サービス全体について、今後どのような接続料算定方式を用いるべきかと

いうことを考えるに当たりましては、電話サービスの需要がＰＳＴＮからＩＰ電話にど

のように移行していくのかを考慮することが重要であると考えます。 

  現に、ＮＴＴさんも、先日、４月２０日の「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関

するタスクフォース」の事業者ヒアリングの場において、固定電話サービスの今後につ

いて、メタルのマイグレーションが完了する前に、従来の交換機からＩＰ装置に切りか

え、メタルを収容するというお考えを公表されております。このことは、今後、ＦＴＴ

Ｈへの需要の移行ということだけではなくて、電話サービス全体のコスト構造が大きく

変わってくる、あるいは変わる可能性があるということを示唆しているものと考えます。

ＮＴＴ東・西さんは、ぜひとも、より具体的にＰＳＴＮからＩＰ電話への電話サービス

の移行計画を明らかにしていただきたい。それによって、平成２３年度以降の電話サー

ビスの接続料算定方法を検討する際に、そういったコスト構造がどういうふうに変化し

ていくのかということが参照できるようにしていただきたいと考えます。 

  ５ページでございます。需要とコストについての考え方。今申し上げましたように、

ＰＳＴＮからＩＰ電話への移行は、電話という同じサービスの需要の中のマイグレーシ

ョンというふうに考えられると思います。このように電話サービスの需要が一つである

ということを踏まえますと、コストについてもＰＳＴＮとＩＰ電話を一体でとらえて、

電話サービスの接続料を一本化して算定すべきではないかというふうに考えます。現状

のように、ＰＳＴＮとＩＰ電話の個別の接続料を別々に設定していった場合、左側の絵

の上にイメージとしてお示ししておりますように、ＰＳＴＮの接続料が急激に上昇して
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いくということで、ユーザ料金にも影響を与えかねないという懸念がございます。 

  続いて、６ページでございます。そういった前提に立ってプライシングについてはど

う考えればいいのかということでございます。移行計画が示されていれば、それをたた

き台にして、コスト構造がどういうふうに変化していくのかということを検討していけ

ばいいと思いますけれども、現状では、残念ながら計画が示されておりません。そうい

う中で、今後、接続料を算定していく上でどう考えればいいかということですけれども、

やはり一般的にコストの高い現状のＰＳＴＮからコストの低いＩＰ電話への円滑な移行

を促していく。電話サービス全体のコストの低廉化を実現していくことが望ましいと考

えます。そのためには、あらかじめ、例えば一定期間後のＰＳＴＮとＩＰ電話の需要比

率を一旦想定し、確定させた上で、接続料水準を決定していくような考え方がとられる

のではないかと。ここの絵で示しております９０対１０、あるいは５０対５０はイメー

ジでございます。コストを意味する部分もありますし、あるいは需要がどう動いていく

かという両方の概念を含むようなイメージでお示ししております。いずれにしましても、

ある一定の想定を置いた上で、こういった将来の接続料を予測といいますか、算定して

いくということが考えられるのではないかということでございます。 

  本来であれば、１００％ＩＰ化ということが想定できればいいんですけれども、現実

的には無理があろうかということもありますので、こういった方法で採用することで、

ＮＴＴ東・西さんにとっても、コスト削減を図るインセンティブが働いていくのではな

いかというふうに考える次第でございます。 

  算定モデルについては７ページでございます。電話サービス接続料の算定モデルにつ

いて、これまでＰＳＴＮで使用されてきたＬＲＩＣ方式、これは算定の透明性を確保す

るという点で今後も有効であると考えます。しかしながら、需要が大きく減退する局面

では、最新の技術で最適なネットワークを構築するというＬＲＩＣモデルのコンセプト

がそぐわなくなっている面もございます。また一方、ＩＰ電話につきましては、技術が

十分成熟しているとは言えない状況であり、ＬＲＩＣ方式でモデルを構築するというの

は現実的にはなかなか難しいのだろうというふうにも認識しております。このような局

面では、電話サービスの接続料については需要とコストを一体でとらえ、一定期間後の

ＰＳＴＮとＩＰ電話の比率について想定を置いて、接続料水準を決定していくというア

プローチが望ましいと考えます。すなわち、一定期間は将来原価方式をベースにＰＳＴ

ＮとＩＰ電話の加重平均の接続料を算定してはどうかということでございます。具体的
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には、ＰＳＴＮ部分のＬＲＩＣと将来原価方式のハイブリッド、将来原価のほうが小さ

い場合にはこちらを反映するというハイブリッド方式で。一方、ＩＰ電話の部分につい

ては現行のひかり電話の接続料コストをもとに将来原価方式で算定し、電話サービス全

体の予測トラヒックで割って、接続料を算定する方法が望ましいのではないかというこ

とでございます。 

  時間の都合がございますので以下については説明を省略させていただきますが、それ

ぞれ検討事項について、当社の考え方を８ページ、９ページでお示ししてございます。 

  １０ページはこれまで申し上げましたことのまとめでございます。以上の枠組みを要

約しておりますので、これを早急に検討していただき、来年度から適用することで継続

的に国民利便の向上を確保していくことが重要であるというふうに考えます。 

  以上です。 

○東海部会長 ありがとうございました。 

  続きまして、ソフトバンク株式会社からご説明をお願い申し上げます。 

○ソフトバンク（テレコム）株式会社（弓削） ソフトバンク（テレコム）の弓削と申し

ます。本日はお時間をいただき、ありがとうございます。接続料算定方式の見直しにつ

いて、資料に沿ってご説明を申し上げたいと思います。 

  １ページは「目次」でございますので、ざっとごらんいただければと思います。 

  次に、「接続問題の現状」ということでお話しさせていただきます。３ページをごら

んください。接続問題の現状といたしまして、１つ、レガシー系サービスについて申し

上げますと、接続事業者の負担が接続料の上昇ということで増えてきている傾向にあろ

うかと思います。一方、光ＩＰサービスについて申し上げますと、接続事業者が光ＩＰ

へ移行していくということが、アンバンドルの問題や接続料の問題があって難しいとい

う状況にあり、結果的に、ＮＴＴ東西さんの競争優位性の上昇につながっているのでは

ないかと思います。こういった状況を解消していくためには、接続料の適正化、アンバ

ンドル等のルール整備がそれぞれに対して必要ではないかと考えております。 

  ４ページをごらんください。「ＰＳＴＮ接続料の課題」といたしまして、先ほどＫＤ

ＤＩさんからもございましたけれども、トラヒックとＰＳＴＮ接続料の推移ということ

で、トラヒックが減っていき、それによる部分ということで接続料が上がっていくとい

う状況が見てとれると思います。ＮＴＳコストについては、以前の決定によってだんだ

ん減らしてきたところがございますけれども、これがゼロになる前に別の要因からこれ
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をまた戻し入れるというようなことで、接続料全体としては５年前に近い水準までまた

上がってしまっているという状況でございます。 

  これは国際的にどうかということで見てみますと、主にＥＵの国ですけれども、こう

いったものとの比較を６ページでごらんください。ＥＵ等の平均が１.２円ぐらいとい

うところに対して、日本はその２倍以上ということです。いろいろ比較の仕方等はある

かもしれませんけれども、かなり高い部類に止まってしまっているのではないかという

ことを懸念しております。 

  ７ページでございます。これの現在までの状況ということで、「モデル費用と実際費

用の乖離」ということで、先般の総務省さんからの資料にもございますけれども、勝手

にそれを少し加工させていただきました。実線２つはいただいたデータそのものでござ

いまして、本来、ＬＲＩＣということであると非効率性を排除するという要素を考えれ

ば、さらにその下を行くという青の波線のような形が、差がどれくらいかということは

あるとしても、本来想定されていたと思うのですが、実際にはそれが逆転してしまって

いるということでございまして、その累計は５年間ぐらいで約５,０００億となってお

ります。継続事業者が支払っている部分はこれの何分の１ということになろうかと思い

ますけれども、こういった議論のときには、よく、ＮＴＴさんから足らず米をどうする

とか、どうしてくれる、株主への説明をどうしてくれるというお話があるんですけれど

も、私どもとしても全く同じような危惧が出てくるのではないかというふうに心配をし

ているところでございます。 

  もう一つの問題点は８ページですが、「移行期における問題点」ということです。移

行期はどうしても設備が二重打ちのような形になってきます。そういったコストをどこ

で吸収するかということで、ここではＩＰ網のコストを８０というふうに、これは全く

想定の数字ですけれども、書かせていただいています。設備を移行するときには、単に

交換機がもう作れなくなりましたということではなくて、もっと効率的なやり方という

ことでＩＰ網に移行するということであれば、コストが下がっていくであろうと。その

下がった分によって、ダブって打っている部分についても回収していくのかなと思って

います。そういったところが移行期に両方の分をそれぞれ計算して接続料ということに

なると、移行にかかわるコストはかなりの部分の負担を接続事業者なり、ユーザなりが

していくことになるのかなというところを懸念しています。 

  それから、こういったものを解消していくというところで、アイデアということで
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「新しいモデルの提案」でございますけれども、１０ページでございます。２つほど、

非常にラフでありますが考えているのはＩＰハイブリッドです。これはフルＩＰ網にし

たというふうに考えて、需要はＰＳＴＮとＩＰ電話の両方を合わせたものです。これを

全部ＩＰで実現したとするとどうなるかということをＬＲＩＣで算定するという方式が

一つ考えられます。 

  それから、ＰＳＴＮ定常モデルと書いてございますのは、これは逆でして、全体のト

ラヒックを……、今、ＩＰの分のトラヒックがＰＳＴＮから減っていっているわけです

けれども、ＩＰの分のトラヒックもあるものとして、それをＰＳＴＮのテクノロジーで

実現したらどうなるかということをＬＲＩＣで算定する。こういったことが考えられる

のではないかと思います。 

  １１ページ、１２ページで、それぞれについて若干説明をさせていただいておりま

す。今、大体、口で申し上げたとおりでございまして、そういったものを実際の導入事

例として、ＩＰハイブリッドについていえばスウェーデンとかがそういったことをやっ

ております。それから、ＰＳＴＮ定常モデルについては、１２ページでございますが、

英国ＢＴ等でやっている事例がありますということを挙げさせていただいております。 

  全体としてのまとめといいますか、１３ページにはそれを絵にして書いてございま

す。現状では、ＰＳＴＮからＩＰ網へ行くという移行期のところで２つのものが併存し

ている状況でございますが、これらを取りまとめて、ＰＳＴＮ定常という形に行くの

か、ＩＰハイブリッドに行くのか。それから、一部では純粋ＬＲＩＣというものもボト

ムアップの形であるようですけれども、幾つかのやり方を考える必要があるのではない

かと思っております。 

  １４ページ、「接続料算定におけるその他の論点」でございます。ＮＴＳコストの扱

いにつきましては、ＮＴＳコストは、以前の決定にもございますけれども、基本的には

接続料原価から除外すべきであろうと考えております。これにつきましては基本料、ユ

ニバ等との総合的な議論も必要だと思っておりますが、まずはＮＴＴ東西において発生

するコストの詳細な検証を行うべきではないかと考えております。 

  それから、ＮＴＴ東日本さんとＮＴＴ西日本さんでの格差の話ですけれども、これは

別会社でございますので、程度の問題はございますけれども、それぞれに格差が生じる

のは許容すべきではないかと。そのときに私どもがどういうふうに対応するかは、別途

検討したいと思っております。 
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  それから、１５ページは飛ばしていただきまして、１６ページです。「プライシング

の考え方」ということで、以上申し上げましたように、コスティング議論をきちんとや

るべきではないかというのが基本的な考え方でございますけれども、いろいろと時間が

かかる可能性もありますので、プライシング規制についても並行して検討する必要があ

るのかなということで、国際ベンチマーク方式、リテールマイナス方式、グライドパス

方式という幾つかの例を挙げさせていただいております。 

  １８ページ、「議論の進め方（案）」についてです。もう既に現在、平成２２年度とい

うことでは決定しているということでございまして、平成２３年度からをどうするかと

いう議論になろうかと思います。平成２２年度はどうなるかはわかりませんけれども、

年間１,０００億程度の実際費用との乖離が出ているという現状を踏まえますと、遡及

適用ということも考えて、この差分を何らかの形で補正することを考えていただきたい

と思っております。 

  その他ということで、ドライカッパ接続料についても、先般、私どもからもパブリッ

クコメントを別のところで申し上げましたけれども、ドライカッパ、その他のレガシー

接続料についても早急に見直しを開始していただきたいと考えております。 

  ２２ページ以降は参考でございますので、説明は省略させていただきます。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○東海部会長 ありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社からご説

明をお願いいたします。 

○フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（相木） フュージョン・コミュニケー

ションズの相木でございます。本日は発言の機会を頂戴しまして、ありがとうございま

す。 

  資料をおめくりいただきまして、まず、「１.改良モデル（第５次）の評価」です。現

行モデルと比較いたしまして、接続料算定対象コストが１０％減少するということは、

私ども接続事業者には利点のある算定結果と考えております。しかしながら、現行のＬ

ＲＩＣ方式の延長である算定式を使いますと、接続コストの減衰を上回るトラヒックの

減衰がありますと、接続料金は結果として値上げになってしまう構造と認識しておりま

す。さらに、平成２３年度（第５次モデル）における接続料金は、算定モデルのコスト

が１０％減少いたしますが、それを上回るトラヒック減衰（約１５％）と、き線点ＲＴ
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－ＧＣ間伝送路費用の算入増によりまして、平成２２年度の接続料金を上回ることが予

想されております。 

  ２ページをお願いいたします。したがいまして、この分子と分母の関係が一定であれ

ば接続料金に変化はございませんが、この関係が崩れますと接続料金の値上げにつなが

ります。平成１７年から平成２１年までの５年間は分母の減衰を相殺するＮＴＳコスト

の控除が存在しておりましたために、接続料金の値上げを抑制する効果がございまし

た。ところがこれも平成２１年度で完了するために、平成２２年度のＩＣ接続の料金は

３分当たり６.９６円ということで、９.１％の値上げになりました。そのため、第５次

モデルの適用は可能な限り短期間の適用といたしまして、次期モデルによる『接続料算

定方法の抜本的な見直し』を要望いたします。 

  次のページをお願いいたします。「まとめ」でございますが、そもそものＬＲＩＣモ

デルの当初目的は、接続料金の値下げを促進いたしまして、競争を通じた利用者の利便

向上を実現する意義があるということで認識しておりました。このまま、接続料算定モ

デルの抜本的な見直しがなされない場合、接続料の値上げが継続することになりまし

て、元々の趣旨に反しまして、通信市場における私どものような中堅・中小の接続事業

者が事業を続けられなくなることによる利用者の利便性が損なわれることが懸念されま

す。したがいまして、次期モデルでは、レガシー系サービスからのＩＰ系サービスへの

移行期であることを踏まえまして、レガシー系サービスの接続料の値上げによる接続事

業者への負担増を避けるためにも、両者のコストと需要を加味した統合モデルによる算

定を考慮する等の接続料算定方式に見直すべきと考えております。 

  そのための進め方といたしましては、関係者の皆様が参画する検討の場を設け、接続

料算定の在り方を総合的に見直すための議論が行われることを要望いたします。 

  ４ページをお願いいたします。こちらは少し細かい絵になりますが、当社における

「接続料金値上げ影響のイメージ図」になります。４つグラフがありまして、一番左が

平成１９年度まででございます。以前、フュージョン・コミュニケーションズはなかな

か収益を出せない体質でした。平成１９年度の半ばに楽天グループ入りしまして、全社

を挙げての経営努力を重ね、アクセスチャージ以外のところのコストを大幅に引き下げ

たために、平成２０年、平成２１年、２期連続で利益を出すことができております。と

ころが、平成２２年度になりますと、このアクセスチャージの値上げによりまして、も

ともと我々が自助努力で出してきた利益分と相殺が起こりまして、平成２３年度になる
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と、その分が大きく赤字として効いてくる形になります。実際に平成２２年度におきま

しては、売り上げに占めるアクセスチャージの比率は中継電話で６５％、ＩＰ電話で４

２％となりますので、私どもの年間数億の利益がそのまま吹っ飛んでしまうという形に

なります。したがいまして、当社のように規模が小さな電気通信事業者においては、ア

クセスチャージの上昇は生命線になると、経営努力を一掃するほどのマイナスのインパ

クトがございますので、非常に厳しいインパクトがございます。 

  フュージョン・コミュニケーションズは、操業以来、小さくとも果敢に法人・個人の

お客様に効率的なネットワークを作り、お客様の通信料金を引き下げるサービスを提供

してまいりました。今回のアクセスチャージの値上げが、中堅・中小規模の電気通信事

業者の撤退等につながる要因になり得ると考えております。その結果、利用者の方々の

利便性が損なわれることを強く懸念しております。 

  ５ページをお願いいたします。ＮＴＳコストに関してですが、この接続料への参入に

つきましては、当面の措置と認識しております。したがいまして、ＮＴＳに係るコスト

は全額控除することが原則と考えております。同コストの負担の在り方については、原

則に戻すための検討を要望いたします。 

  ６ページをお願いいたします。東西格差につきましては、私どもはＮＴＴ東西様は別

会社であるため、接続料金は異なることが自然と考えております。これまでＰＳＴＮの

接続料金は、その格差が２０％を超えると地域格差につながる可能性があるとされてき

ましたが、接続料金とユーザ料金は別の問題と認識しておりますので、これは切り離し

て考えるべきと考えております。 

  最後になりますが、７ページ、「５.入力値の扱い」につきましては、今回のモデル値

で問題なしと考えております。 

  まとめになりますが、一番大事なポイントとしては、結果としての接続料金の値上げ

がフュージョン・コミュニケーションズのような中堅・中小の電気通信事業者に大きな

経営的なインパクトを与えるということから、できるだけ第５次モデルについては短期

間の適用として、総合的に見直した接続料金の形を設計し直すという議論を始めるべき

だというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○東海部会長 ありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして、九州通信ネットワーク株式会社からご説明をお願い申し
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上げます。 

○九州通信ネットワーク株式会社（秋吉） 九州通信ネットワーク（ＱＴＮｅｔ）の秋吉

でございます。本日は発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。私ども

は、先日お示しいただきました検討事項に対する当社の考え方を述べさせていただきま

す。 

  １ページでございます。「１ 改良モデルの評価」でございますが、平成２３年度以

降の接続料算定につきまして、改良モデルがより実態に即したことにより、コストが低

減されていることなどから、改良モデルを採用することに賛成いたします。また、その

後の次期モデルの検討に当たりましては、ＩＰ網の織込みが必要でございまして、ＮＴ

Ｔ東西の、ＰＳＴＮからＩＰ網への具体的なメタル撤去計画を含む移行計画の早期提示

を要望いたします。 

  ２ページの「２ 改良モデルの適用期間」でございます。適用期間は、基本的なルー

ルは、制度の安定性の観点から頻繁に変更すべきものではないと考えまして、現行どお

りの３年間が適当と考えております。 

  ３ページでございます。き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストについては、他のＮＴＳコ

ストと同様に、ＮＴＴ東西の基本料により回収すべきでありまして、接続料原価から除

外することが適当だと考えております。また、現在の取扱いは「当分の間の措置」とし

て、平成１９年９月の答申に整理されておりまして、速やかに見直すべきだと考えてお

ります。 

  一方で、ユニバーサルサービスの利用者負担が急激に増加することは好ましくないと

考えまして、段階的に接続料原価から除外することが望ましいと考えます。 

  ４ページでございます。接続料における東西格差でございますが、接続料につきまし

ては、東西均一の料金を維持すべきと考えております。仮に、東西別接続料を設定した

場合、ＮＴＴ西日本の接続料は値上げとなりまして、これによりまして、西日本地域の

接続事業者は値上げ分を利用者料金に転嫁せざるを得なくなり、結果、通話料金の地域

格差につながってまいります。 

  さらに、ＮＴＴ西日本及び全国系接続事業者は利用者料金を見直さないことも可能で

ございまして、公正競争を阻害することになると考えております。 

  次に、５ページの入力値の取り扱いは、現行どおりが適当と考えております。 

  以上でございます。 
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○東海部会長 ありがとうございました。 

  続きまして、株式会社ウィルコムからご説明をお願いいたします。 

○株式会社ウィルコム（青木） ウィルコムの青木でございます。本日は発言の機会をい

ただきまして、ありがとうございます。 

  資料に沿って、弊社側の考えをご説明させていただきたいと思います。 

  １ページでございます。現在、長期増分費用方式に基づく接続料の平成２３年度以降

の算定の在り方ということですが、そちらの１ページの下の絵にございますとおり、長

期増分費用方式で算定された対象として、いわゆる電話のアクセスチャージに加えまし

て、これは弊社だけが負担をしている部分でございますが、ＰＨＳ基地局回線という部

分もＬＲＩＣの算定の対象になっております。今後、いろいろと見直し等々が必要にな

ってくる場合もあろうかと思いますが、ぜひ、ＰＨＳ基地局回線についてもご考慮いた

だき、いろいろな見直し等を進めていただければと思っております。 

  検討事項に関する弊社の意見は２ページでございます。まず、改良モデルの評価の部

分でございます。今回示された改良モデルは、実態の変化等を踏まえた妥当な見直しが

行われていると考えております。しかしながら、平成１５年度以降、実際費用のほうが

ＬＲＩＣの費用を下回っているというのは事実だと伺っております。このＬＲＩＣ方式

は、ボトルネック事業者の非効率性を排除するという観点では非常に有効な方式だと、

現状でも有効に機能しているというふうに認識しております。 

  ただ、実際費用が下回っているということを踏まえまして、モデルの改良については

実際費用との乖離の検証を行う等で、引き続き定期的に見直しを行っていただきたいと

考えております。 

  また、改良モデルの適用期間でございますが、ＬＲＩＣ方式を採用する場合に、今

後、ＦＴＴＨの進展があると考えますが、前回同様に２～３年という形が適当ではない

かと考えております。 

  続いて、ＮＴＳコストの取り扱いでございますが、これは平成２３年度以降も引き続

き、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの残りの２０％を接続料原価に算入するという方

向になっていますが、それは適当だろうと考えております。 

  ４ページに「ＮＴＳコストの扱い」について、１枚、補足を入れております。弊社の

考えるところでございますが、今回、ＮＴＳコストが約１１％の減となっております

が、端末回線伝送機能の変化率がマイナス０.５％という形で、回線数が減っているの
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に比べまして、コスト自体の減りが小さいという結果になっております。そのため、冒

頭に申しましたＰＨＳ基地局回線に代表される端末回線伝送機能ですが、それについて

は、今後上昇していく。結果的にはユニバーサルサービス制度の補てん額が増えていく

ことが懸念されると考えております。つきましては、前回の答申でお示しいただいた、

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価に算入することが適当だろうと考えてお

ります。 

  戻っていただきまして、３ページに意見の続きを入れてございます。東西間格差につ

きましては、前回、ユーザ料金の値上げにつながるおそれがあるということで、東西均

一という方向になったと理解しておりますが、その状況から、現状も特段の変化はない

と認識しております。ですので、東西均一という形で、今後、当面は進めていくという

ことで問題ないのではないかと考えております。 

  最後に入力値の部分でございます。現状同様の「前年度下期と当年度上期の通信量」

（８か月分を予測）となっておりますが、それを入力値として採用することが適当と考

えております。 

  弊社側の意見は以上でございます。ありがとうございました。 

○東海部会長 ありがとうございました。 

  最後になりましたけれども、続きまして、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電

話株式会社、ご一緒に１５分でご説明をお願い申し上げます。 

○東日本電信電話株式会社（中川） それでは、ＮＴＴ東日本の中川でございますが、ま

ず、東日本のほうから意見を述べさせていただきます。 

  本日は、このような場で意見を申し述べる機会をいただきまして、ありがとうござい

ます。私どもにお示しいただきました検討事項について、考え方をまとめてまいりまし

たので、ご説明をさせていただきます。 

  まず、１ページをごらんください。「１．改良モデルの評価について」でございま

す。ここでは従前から私どもが申し上げておりますように、長期増分費用方式の適用自

体に対する意見を述べさせていただいております。モデルの対象となっております固定

電話サービスは、ご案内のとおり、ＩＰ化の急速な進展等によりまして、市場規模が大

幅に縮小している状況が続いておりまして、このような市場環境では、高度で新しい技

術を開発して導入するということに対してリソースを投入するという状況にはございま

せん。 
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  また、需要の拡大が進み、費用の低減が図られるという、いわゆるスケールメリット

も適用しにくい市場に変化しているということだと思っております。私どもはそのよう

な中で経費の削減ですとか人員の削減、人件費の抑制ということで、地道な合理化、あ

るいは投資の抑制に努めてコストダウンを図ってきておりますけれども、環境としては

そういう環境になっているということかと思います。そういった中で、「高度で新しい

電気通信技術の導入によって、電気通信役務の提供の效率化が相当程度図られる」と

か、「新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新しく構成する」とい

うＬＲＩＣモデルの前提自体が、２０００年のモデル導入後、既に１０年ほどたってお

りますが、現実の事業環境にはなかなかそぐわないものになっていると考えておりま

す。 

  さらに、２つ目のパラグラフでございます。実際の事業運営との関連で申し上げます

と、ＬＲＩＣモデルは需要の減少に即応して設備構成が変わっていくという、瞬時に置

き換える前提がとられております。つまり、需要減に比例してコストが縮減されるとい

う前提になっておりますけれども、実際の事業運営では、例えば、固定電話の加入数が

減少したといっても、瞬時に交換機の台数を減らすこともなかなかできませんし、需要

が減ったからＧＣからＲＴに置き換えるということも現実にはなかなかできません。し

たがって、過去に投資した交換機の費用分も含めてコスト回収を図っているという実態

がございます。こういった実態の中で、もちろん、私どもとしましては、先ほど申し上

げましたようなコスト削減に努めて、需要の縮小に伴う効率性の低下をカバーしてきて

おりますけれども、全体が縮小していく環境は今後とも継続すると考えております。そ

ういった中で、現行のＬＲＩＣモデルでは必要なコストの回収が図られず、ひいては、

固定電話網の安定的な提供に支障を来すことも懸念されますので、この際、長期増分費

用方式については早期に廃止していただき、私ども常々申し上げておりますが、必要な

コストが回収できる実際費用方式に見直していただきたいという具合に要望をしている

ところでございます。以上が１ページの改良モデルの件でございます。 

  続きまして、２ページでございます。「２ 改良モデルの適用期間について」でござ

います。モデルにつきましては、今回で５回目の改訂を迎えると認識しておりますが、

これまで４回のモデル適用期間というのは、２次モデルの２年間を除いて３年間とされ

てきているわけであります。３年程度としてきた考え方の１つとしましては、前回の平

成１９年の答申においても述べられておりますけれども、制度の安定性を確保する観点
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からも頻繁な変更は好ましくないということでございます。現実の事業運営を行ってい

る事業者からしましても、それはそのとおりでございまして、算定方法の頻繁な変更は

好ましくないと考えております。 

  また、実務的な観点でもございますけれども、仮に、今回のモデルにかわる新たなモ

デルを今後構築していこうという場合にも、相当の検討期間が必要になってこようかと

思います。そういった意味でも、検討期間を考慮するということも含めて、今回の改良

モデルにつきましても、従来どおり、複数年度の適用とするのが適当ではないかと思っ

ております。複数年度にわたって適用しますと、期間内でユニバーサルサービス基金制

度の見直しがあるとか、そういったことが生じたときにどうするかということもあろう

かと思いますけれども、その場合には前回の答申と同様に、適用期間の所要を待たずに

必要な制度整備を図るということで適宜対応することが可能ではないかと考えておりま

すので、複数年度の適用が適当ではないかということでございます。 

  なお、３つ目に書いておりますけれども、私どもはこの秋にＰＳＴＮのマイグレーシ

ョンに関する概括的展望の公表を予定しております。下にありますけれども、固定電話

サービスに係る設備の状況については、既存のＰＳＴＮ交換機は設備の寿命が概ね１０

年後から順次到来することが想定されています。 

  それから、その寿命が到来するタイミングでは、ＰＳＴＮ交換機に収容している固定

電話ユーザをＩＰ装置に収容する。それをしますと、現行のＩＰ技術のサービスでは提

供していない機能・サービス、公衆電話、ＩＳＤＮ、ＩＧＳ交換機のいろいろな機能が

ございますが、これについてどのようにするかということについての展望をこの秋に公

表する予定でございますけれども、これが概ね１０年後から順次到来するということを

想定しておりますので、仮に今回、３年間の適用があったとしても、その適用期間にお

いてＰＳＴＮマイグレーションの影響はないと思われますので、期間との関係におきま

しては複数年度の適用でよろしいのではないかと考えております。 

  その次のページでございます。「３.ＮＴＳコストの扱い」であります。具体的にはき

線点ＲＴ－ＧＣ間の伝送路コストの扱いでございますけれども、これにつきましては平

成１９年度に月額７円ということで利用者の方々にご負担していただいているユニバー

サルサービス料が年々上昇していくことを抑制しようという観点で、全国平均としてい

たベンチマークを全国平均＋２σに変更するという、ユニバーサルサービス基金制度の

補填対象額の算定方法の見直しがございました。それに伴って、当面の措置として接続
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料原価に算入されたということだと認識しております。したがいまして、算入すること

となった要因であるユニバーサルサービス基金制度の見直しが行われないということで

あれば、引き続き、接続料の原価として入れていただくということにならざるを得ない

と思っております。 

  なお、右下の表にございますけれども、ユニバーサルサービス基金制度の見直しによ

る２０年分の影響というのは、ユニバーサルサービス基金制度の補填金が約１４３億円

減少しまして、接続料が１３０億円増加する結果になっております。 

  次は４ページでございます。「４.接続料における東西格差の検証」についての意見で

ございます。固定電話の市内通話については、かつてユニバーサルサービスとして位置

づけられておりまして、全国均一料金で提供することとしておりました。これについて

は長年の歴史から社会的な要請が強かったということかと思いますし、東西別接続料金

の導入がユーザ料金の東西格差に波及するおそれがあったことを踏まえて、東西均一接

続料金となっていると考えております。 

  その後、ユニバーサルサービスの対象から市内通話は外れましたけれども、競争市場

の中でサービス提供を確保する仕組みとなり、制度的には市場実勢の中で決定される環

境になっているということかと思います。という意味で、接続料につきましても、基本

的には東西それぞれのコストに基づいて設定することが望ましいと考えておりますけれ

ども、最初に申し上げましたように、東西別々の接続料を設定することを仮に検討する

場合には、もともと東西や市内通話がユニバーサルサービスの対象だったということも

踏まえて、仮に接続料に格差が出るということはユーザ料金との関係でにわかに変わり

が出てくるということではないにせよ、いずれ、市内通話に格差が出てくるということ

も予見させるというような意味において、その辺はコンセンサスの取り方が大切になる

のではないかと思います。 

  したがって、当面、全国均一というか、東西格差はないという形をとらざるを得ない

のではないかと考えております。 

  最後、入力値でございます。接続料につきましては、適用年度に要したコストを適切

に回収する観点でいえば、多分、適用年度のコストと需要を用いて算定するのが一番適

切だと思います。したがいまして、現在採用されている前年下期と当年上期を予測した

通信量ではなく、適用年度を予測した通信量が適当ではないかと考えます。ちなみに、

下に資料で数値をつけておりますけれども、適用年度の実績トラヒックと、現在、ＬＲ
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ＩＣ算定で用いている通信量を予測する方法と全く同じ方法で試算したトラヒック予測

を前年度予測、前年下期＋当期上期予測、適用年度予測というもので検証してみました

が、その乖離状況について触れております。この表でいいますと、適用年度を予測する

と０.２％の乖離ですが、前年下期＋当年上期では乖離が大きくなっているということ

でございます。１２カ月分の予測をするという意味で弱点かもしれませんが、直近まで

のデータで予測するというのが、それなりに結果として出てくるということでございま

すので、こちらが適当ではないかという意見でございます。 

  私ども、ＮＴＴ東日本からの意見としては以上でございます。 

  続きまして、ＮＴＴ西日本からになります。 

○ＮＴＴ日本電信電話株式会社（小椋） ＮＴＴ西日本の小椋でございます。一言、申し

述べさせていただきます。私どもの基本的な考えにつきましては、ただいまＮＴＴ東日

本の中川が説明させていただいたものと同様でございますが、１点だけ、私からコメン

トをさせていただきたいと思います。 

  私どもの資料の４ページ、「４.接続料における東西格差の検証」でございます。過

日、総務省様が発表されましたように、現行のモデルで算出しますと、接続料の東西格

差は約１.２５倍ございます。このような中、現在、接続料が東西均一となっていると

いうことは、ユーザ料金の全国均一料金での提供に対する社会的要請が強かったことに

配意してきたものであると認識しております。特に、私ども西日本エリアにおける社会

的要請が極めて強かったということによると認識しております。したがいまして、この

ような社会的要請を踏まえまして、引き続き、東西均一の接続料を設定するということ

でありますれば、西日本エリアにおける接続料コストの回収が可能となりますように、

現行の東西交付金制度を存続していただく、またはこれと同等の仕組みの導入をお願い

したいということでございます。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○東海部会長 ありがとうございました。大切な意見陳述にしては、非常にタイトな時間

を設定いたしまして申し訳なかったと思っておりますけれども、幸いなことに各事業者

の皆様方のご協力で、かなり時間を節約し、討議のほうに向ける時間が増えました。あ

りがとうございました。 

 

質疑・討議 
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○東海部会長 冒頭に申し上げましたように、このヒアリングの趣旨は、基本的には今後

の審議の参考にさせていただくということでございます。委員の皆様からいろいろご発

言をいただくと同時に、事業者間のご討議というのも私どもの参考になるので、その時

間もとりたいと思っておりますが、とりあえずは委員の方々からご発言をいただくのが

よろしいかと思っております。どうぞ、ご自由にご発言いただきたいと思います。お願

いいたします。 

  なお、ご発言の方は分かっておられると思いますけれども、ボタンを押して発言して

いただき、終わられましたら消していただきますようにお願い申し上げます。 

  どうぞ。 

○辻部会長代理 事業者の皆さん、ご意見をありがとうございました。 

  論点が４つということで非常に狭く設定されておりますので、こちらの質問もしやす

いと思います。 

  最初の論点の改良モデルの評価についてでありますが、ＬＲＩＣの導入につきまして

は、会計の透明性とか料金の低廉化に一定の役割があったということは皆さん方に非常

に評価していただいております。しかし、昨今のIP化の移行により経済、通信の変化

で、トラヒックが劇的に減少し、また当初設定がなかったユニバーサルサービスコスト

が入ってきましたので、それと接続料との関係が若干微妙な形になっていると思いま

す。 

  まず、ＬＲＩＣの評価であります。今回の論点にあまりなっていないのですが、実際

費用とＬＲＩＣの計算した費用の格差があることを２社が指摘になられました。、最

初、ソフトバンクさんが、次にＮＴＴさんが言われました。原則として、ＬＲＩＣに

は、皆さん方は一定の理解をされておりますが、実際費用が低くなっていることを考え

ると、今後、適用に当たって、ＬＲＩＣよりも実際費用が低ければ、接続事業者の方々

がＬＲＩＣよりも実際費用のほうがいいといわれるのではないか。原則はＬＲＩＣの透

明性、あるいは料金の低廉というのは分かりますが、この点、２社以外の方々はどうい

うふうに評価をされますか。 

○東海部会長 どうぞ。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） ＫＤＤＩでございます。若干、説明を飛ばしてしまったか

もしれませんが、ＬＲＩＣに関しては、今、辻先生がご指摘いただいたように、非常に



 

－19－  

透明性を確保するという意味で、現在でも有効性があると考えております。本日、ご提

案させていただいたのは、今後の接続料を算定する際に、ＩＰ電話のコスト、トラヒッ

クの需要と一本で算定をしてはどうかというご提案でございます。その過程でＰＳＴＮ

については従来どおりＬＲＩＣを適用するものの、実際原価のほうが下がっているので

あれば、実際原価のほうを適用するというハイブリッド方式を採用してはどうかという

こともあわせてご提案させていただいております。 

  したがって、実際に算定してみて、実際原価のほうが安いということであれば、そち

らを採用するという考え方に私どもとしても賛同いたします。 

○辻部会長代理 それは実際費用がＬＲＩＣより下回っているという理由は、例えば、今

般のＩＰ化に伴って、コスティング等でＩＰ化に本来なら移行するものが、今のシステ

ムでは評価されていないから、実際費用の方が下がっているとの理解であると見てよろ

しいでしょうか。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） そこまで厳密に分析しているわけではございませんけれど

も、そういった可能性もあるかもしれません。そこら辺は十分に解析をしてみる必要が

あると思います。ただ、いずれにしましても、ＬＲＩＣ方式が透明性を確保するという

意味では、他に現状、適当な手段がないだろうということも含めて、今後も、ある意味

ベンチマーク的にといいますか、尺度としては重要なものではないかと考えておりま

す。 

○東海部会長 ほかの事業者の方々はいらっしゃいませんか。 

  どうぞ。 

○ソフトバンク（テレコム）株式会社（弓削） すみません、２社以外というのに、ソフ

トバンクです。 

  私どもはＬＲＩＣを「ノー」と申し上げているわけではなくて、提案の方式の中にも

ＬＲＩＣでということなんですが、ですから、この差分が何に基づいているのかという

のを、もっときちんと議論すべきかなと。で、私どもで必ずしも押さえられていないの

ですけれども、今、思いつき的に申し上げますと、例えば、今のＬＲＩＣでも人件費等

については実績的なものが入っているとか、投資抑制みたいなことをして、耐用年数を

過ぎたものを使うということがＬＲＩＣにどう反映されるのかとか、そういったところ

はあるのかなと思っております。ＬＲＩＣをさらに進めていくということで、そういっ

たことは可能になるのではないかと思っているところでございます。 
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  そして、これを実績のほうに戻すと、今度は実績のほうが上に行ってしまうのかなと

いう心配も若干しておりまして、その辺はぜひ、透明性のあるシステムを維持していた

だきたいと思っております。 

○東海部会長 関係してのご発言はございますか。 

  どうぞ。 

○株式会社ウィルコム（青木） ウィルコムでございます。 

  我々も意見の中でお話しさせていただいたとおり、ＬＲＩＣについては一定の、これ

まで多大な貢献をしたということで非常に評価しております。ＬＲＩＣが導入される

前、実際費用方式のときは、個々事業者同士が対峙をして、我々としては実際費用が本

当に効率的なのかどうかというところがなかなか十分に把握はできない、透明性が確保

できないという問題があります。一方で、ＮＴＴさんも事業者が納得するレベルでコス

トが本当に効率的なのかどうかを説明することは非常に困難であったということで、あ

る意味で事業者対ＮＴＴということでさんざん議論をしていたというのが実際費用方式

のときでしたけれども、ＬＲＩＣになり、まだまだ改良すべき点があるのかもしれない

ですが、客観的にコストが把握できるということで、ある程度、これまでは事業者側も

ＮＴＴさんも納得をする形で接続料が設定されてきたというふうに理解をしておりま

す。今後も、ＬＲＩＣ、従来、続けてきたものをいかに改良していくのかということ

で、実際費用が現実に下回っているというのは、ある意味では結果論であり、そこを十

分に、何でそうなったのかというところを検証した上で、引き続きモデルを改良してい

くことが適切なのではないかと考えております。 

○東海部会長 よろしゅうございますか。 

  今のことで、ちょっと私も確認させていただきたいと思います。平成１２年にＬＲＩ

Ｃ方式を導入したことにより接続料が低減した、その効果は我々、委員会の中、あるい

は審議会の中でも認識しているところでございます。しかも、その後、ＮＴＳコストを

除く、あるいは逆にプラスする要素が出てきてしまいましたけれども、いずれにしても

除外していった部分ということと、接続料としての低廉化ということはそれなりの役割

を果たしてきたと思っているところでございます。 

  今、他の事業者がご指摘になられたと同時に、我々の審議会、委員会の分析資料の中

にも、ＬＲＩＣ方式がヒストリカルのコストよりも上であるというこのところの状況に

ついての違和感を感じております。したがいまして、これは会計数値の問題も入ってお



 

－21－  

りますからご説明しにくい部分であれば、そのようにお答えいただければ結構かと思っ

ておりますが、こういった場でＮＴＴさんにご説明いただける部分があれば、歴史的変

化、実際原価がヒストリカルよりもアンダーであるという状況の実態をご説明いただけ

るかどうかをお聞きしておきたいと思っております。 

○東日本電信電話株式会社（中川） 東の中川でございます。 

  ＬＲＩＣの仕組み、それこそ導入当時、固定の需要が伸びる中で合理的に新しい理想

的なものを入れて、全体のコストを下げる、それに接続料を合わせていくというか、コ

スト構造を近づけていく努力をし、求めるということも含めてコストダウンが図られて

きたと思っております。当座はＬＲＩＣコストのほうが我々の実際原価を大幅に下回る

状況がしばらく続いておりまして、逆にいいますと、私どもの事業収益といいますか、

が非常に厳しい状況になってまいりました。その後、私どもの合理化、效率化のかなり

ドラスティックなコスト削減を繰り返す中で、実際原価とＬＲＩＣコストが大分近づい

てきて、ある時点で、先ほどのソフトバンクさんの資料だったと思いますけれども、分

界点が出て、今は実際原価のほうが落ちているという事実になっております。 

  これは実際、今、何が違っているかというと、減価償却費の部分で大きく変わってい

ると認識しておりまして、ＬＲＩＣでは投資額を経済的耐用年数で除して算定して、減

価償却費を出しているということなんでございますけれども、実際の費用は当然、償却

が進んだ資産に基づいて算定しておりますので、減価償却費が低いということになって

おります。それはある意味では、設備投資の効率化とか、設備の効率化というのを進め

てきて、無駄なものを作らずに事業を運営してきているという結果として、償却費が実

際のほうが下がっているという結果だと思いますので、そういった意味で、今、こうい

う状況になっているということだと思っております。 

  これに関して申し上げますと、私どもは今下回っているけれど、ＬＲＩＣじゃなくて

実際費用にしてくれということを申し上げましたんですけれども、必ずしも上回ってい

るか下回っているかということよりも、下回っているときには実際原価を採用し、上回

っているときにはＬＲＩＣで上をハネるというのは、ちょっといささか、私ども事業を

運営していく上で非常に辛うございまして、私どもの合理化意欲がこれで削がれる、逆

にまた増やすんじゃないかというご指摘もありましたけれども、そういうことじゃなく

てはいけなくて、私どもは効率化を進める中で、どうやって我々が投じたコストを回収

できるかという仕組みを、どうしてもやっぱり接続料の中では作っていただきたいとい
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うのが要請としてございます。そういう意味で、私どもはこの意見を申し上げたという

ことでございます。つたない説明でございますけれども、そういうことでございます。 

○東海部会長 ありがとうございました。まだ、このＬＲＩＣか、実際費用かという議論

をしようというわけではございませんで、今、お聞きしたのは、あくまでもその実態を

確認しただけでございます。関係して何か今の……。 

○佐藤専門委員 すいません。おっしゃられるのはもっともで、理屈なしに低いほうを取

るという話ではきっとないと思います。ただ、モデルを開発した、かかわった人間から

すると、効率的に、最も今ある需要を提供するのに安いコスト、あるいは競争が機能し

たなら実現したであろうコストは何かをもって料金を決めようということで、こういう

モデルを開発しました。ただ、いろいろな人のいろいろな意見を聞くと、やっぱり何か

今の市場環境を考えると、モデルで推定した数値が、私が、あるいは我々が当初考えて

いたものと違う、あるいは想定した条件が変わったということがあるように感じていま

す。 

  そういう意味では、実費用とそのモデルの費用の乖離というのは、そこを検証するい

い事例でもありますので、ぜひいろいろデータを提供いただいて、私、勉強しますので、

教えていただければと思います。８年ぐらい前だと思うんですけれども、やっぱりかな

り、将来にわたってＮＴＴの実費用がどういう動向にあるかという資料を出していただ

いた記憶があります。有馬さんのころ。だから、そういう形でまた協力いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

○東海部会長 他に関係して何かございますか。大変大事な話なんですけれども。 

○関口専門委員 あまりここは私、議論を長い時間取ってもいけないかなとは思っていた

んですが、投資抑制効果の反映というのは、前のモデルの開始のときに、もう既に行っ

ておりまして、その意味では純粋な意味でのＬＲＩＣで全部引き延ばすという過程から

乖離して、現実の実際コストにある程度追いつくような努力はしているわけですね。そ

れでも、実際費用の落ち方が激しいという部分が今回の資料にも出てきた、実際費用方

式のほうが下回っているという現実だと思うんですね。ただ、今まで接続料がこのよう

に急激に上がりかける危険が現実のものになるまでは、やっぱりそのことの、ＬＲＩＣ

の分が高みに出てしまっているにもかかわらず、それを皆さんが許容されたということ

は、プロセスの透明性だったと思うんです。ですから、そのことを含めて、もうそろそ

ろそれ耐えがたくなってきたというのが印象なのかもしれないと思っていますが、今も
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中川さんのお話の中でも、もちろんこのＬＲＩＣが実際費用を効率的に落としていくた

めの１つのベンチマークとして機能するという意味で、単にメタルの投資をしなくなっ

たというだけではなくて、ＮＴＴさんご自身の努力も随分おありになってということの

合わせ技で費用が下がっているわけですから、そのことを含めて、今までＬＲＩＣがそ

うやって機能してきたし、それからＬＲＩＣの本来の定義を少しいじってまで投資抑制

効果として、償却のコストが低めに落ちるようにと努力をしてきたという事実は確認し

ておいてもよろしいかと思います。以上です。 

○東海部会長 ご発言だけでよろしゅうございますか。 

○関口専門委員 はい、結構です。 

○東海部会長 今、最初の辻委員の話をずっと展開して議論をしておりますけれども、２

つのことを確認してきたわけです。１つはＬＲＩＣとヒストリカルの差ということにつ

いての実態の問題。それからもう１つは、実は透明性という話が、ＮＴＴさん以外の他

の事業者の方々にとっては大変メリットがあるんだということを今、認識させられたん

ですが、特にＫＤＤＩさん、ご発言に加えて、透明性を確保してほしいとおっしゃった

のは、これはＬＲＩＣという意味であって、ＬＲＩＣの今の算定方式が事業者参加型で

あると。こういう意味の透明性と理解してよろしゅうございましょうか。他の方式で、

例えばこういう方式があれば、それでも透明性は確保されると。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） どういう方式があるのかということについて知識がありま

せんので何とも言えませんけれども、現状ではＬＲＩＣという参加型の方式ということ

で透明性が確保できているという認識を持っております。 

○東海部会長 ありがとうございました。この程度にしておきまして、次のご質問に入り

たいと。いかがでございましょうか。 

○相田専門委員 よろしいですか。例えばＮＴＴ東西さんの４ページの資料のところで、

例の東西格差の問題がございまして、ここのところで元来、市内通話はユニバーサルサ

ービスの対象サービスであったことを踏まえ、ユーザ料金を全国均一料金の提供に対す

る社会的要請を十分配慮することが必要であると考えますと、ここに関連してなんです

けれども、過去の議論でも何遍か私も指摘させていただいているんですが、本物のユニ

バーサルサービスである基本料金部分というのは、級局別料金ということでもって、東

西ではないですけれども、均一料金では決してない。実際、最近市町村合併で、級局格

上げで、基本料金値上げになっちゃったという地域があちこちあったりするんです。本
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当に均一料金というようなことがどれぐらいあるんだろうかということで、１つこれに

関連して、例の「光の道」でもって、ユニバーサルサービスをメタルの電話に限定せず

に、メタルと同等のというのは品質、料金の両方を含めてということですけれども、Ｉ

Ｐ電話に広げようということを提案さていただいたんですが、その場合に、本当にぴっ

たり同じ料金で提供されることになるとは多分ならないんじゃないかなと思います。同

等ということで、そんなに差があってはいけないわけですけれども、逆にひかり電話の

通話料金、これは現状でもそうだと思いますが、少しＰＳＴＮに比べて安くすることで

逆にそちらに誘導するということがこれから起こるんじゃないかと思うんです。特にそ

のユニバーサルサービスの対象をこれから広げていったりしたときに、全国均一料金と

いうことの社会的要請というのについて、どのようにお考えになるのか。とりあえずＮ

ＴＴ東西さん、それからもし、ご意見あれば、ほかの事業者についてもちょっとお伺い

したいと。 

○東海部会長 どうぞ。 

○東日本電信電話株式会社（中川） まず、現在あります基本料金の級局の差ですが、田

舎のほうが安くてという話だと思いますが、基本的には級局格差というのを是正して、

全国統一、均一という方向に持っていきたいということがございまして、たしか１７年

だったと思いますが、一部級局を統合し、格差の縮小をいたしましたというのがござい

ます。さらにこれから級局をさらに縮めていこうとしたときに、今の基本料収支との関

係もございますけれども、やはり地方部をどうやって値上げするのかという議論にどう

しても行き着くものですから、そこをどうやって実現していくのかというところを、ち

ょっと慎重に考えなきゃいけないかなということでございます。１つはそういう、そち

ら側の基本料金についての見直しの方向感はあるものの、どのようにご理解をいただい

ていくのかというところで、なかなか苦しんでいるというのが１つあります。 

  もう１つ、ＩＰ電話をユニバーサルサービスの加入電話の代替物としてという観点が

あると思いますけれども、これは、確かタスクフォースのご議論の中であったと理解し

ておりますけれども、おっしゃるように、不可欠性とか低廉性とか可能性とか、いろい

ろな、ユニバーサルサービスが現実に続けられている要素がございますので、それに対

して、率直に申し上げて、今、ひかり電話の要は基本料と言いますか、お使いいただく

ときの料金というのは残念ながら、現在まだ、そういったところでのコストダウンとい

うのが状況進捗していないということもあって、かなり高いというのが事実でございま
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して、その辺をどう克服するかというのは非常に大きなテーマなのではないかと思いま

す。 

  それから、もう１つはＩＰ電話、料金という観点で言えば、そういうことかなと思い

ます。ただ、通話料という観点で言うと、ひかり電話はたしか３分全国一律８円という

構造も既に作っておりますので、そういった方向はそれでよろしいかと思いますが、原

価自体をどのように下げるかという課題が我々の課題だと思っています。 

○西日本電信電話株式会社（小椋） ＮＴＴ西日本の小椋でございますが、最初の話にも

ありました地方部の話でございますが、私自身、去年の９月まで九州の責任者をしてお

りまして、九州いろいろなところを回っておりますと、やはり先ほどちょっとご説明申

し上げましたけれども、全国均一料金に対しての要望、それから級局の改定、値上げに

対する危機感、これが非常に強く皆さんお持ちでございました。まして今、西日本の状

況の中で、いろいろな形での競争が厳しい中で、こういう形を私どもとしてどういう形

でやればいいかというのは、非常に大きく悩んでいるところでございます。以上です。 

○東海部会長 東西格差については、他の事業者の方は、実は意見が二分されておりまし

て、それは事情はよく分かるんですが、関係して、相田委員のご発言に対して何か、事

業者の方ご発言ございましょうか。 

  どうぞ。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） 東西格差の件につきましては、私のほうで若干発言は省略

をさせていただきましたけれども、基本的にはやはり事業者別に算定するということが

根本だろうと考えております。既にＩＰ電話のほうでは東西別の接続料が設定をされて

おります。ということもありますので、本来であればそれが適当だろうと。ユーザ料金

にはね返る部分があまりに格差が大きくなって、その懸念が現実のものになってきたと

いうときについては、それはもちろん我々も考えなきゃいけないところはあると思いま

すけれども、原則としてはそういうことでいいのではないかと思います。ただ、級局別

料金のところは、ちょっと我々としても具体的にじゃあどうしろというのはなかなか難

しいんですけれども、ユニバーサルサービスとの関係でいうと違和感があるのは、ずっ

と引きずってきているという認識です。 

  あと、そのユニバーサルサービスの中で、ＩＰ電話を含めてということに関しては、

やはり光もセットで考えるのかどうかというのは別の議論があろうかと思います。でき

るだけユニバ基金というものが極端に大きくならないということも含めて、ＩＰ電話と
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言ったときに、即、それは光アクセスをセットにした概念と結びつけてしまう必要は必

ずしもないのではないかと考えます。 

  以上です。 

○東海部会長 どうぞ。 

○九州通信ネットワーク株式会社（秋吉） 九州通信ネットワーク、ＱＴＮｅｔでござい

ますけれども、弊社では九州域内、九州電話ということで、ＧＣ接続でやらせていただ

いておりますが、通話のトラヒックを見ますと、９０％が九州域内でございまして、あ

と残りが九州域外に出る市外通話となっておりまして、やはりここは東西均一料金とし

ていただくことが、我々にとっては、今の維持をするということで非常に重要なポイン

トになっておりますので、ここのところはぜひご理解をいただきたいと思っております。 

  以上です。 

○東海部会長 関係して何かほかのご意見はございますでしょうか。相田委員、いかがで

しょうか。 

○相田専門委員 はい。 

○東海部会長 どうぞ、ほかの委員から。ご発言いただけますか。 

○佐藤専門委員 ＮＴＴの２ページの丸の３つ目に、マイグレーションの話で、１つ目は

展望を公表しますよという時期の話と、もう１個が今回の算定期間とマイグレーション

の影響はありませんよという２つ書かれていて、他の方もいろいろな情報を出してくだ

さいということで、ＱＴＮｅｔも１ページに同じようなことを書かれていて、巻き取り

というか、撤去の話も含めて情報を出してくださいって出ているんですけれども、これ

はこの秋に、今、事業者が要望したようなことが出てくるということですか。公表され

る内容は。 

○東日本電信電話株式会社（中川） 秋にお出ししようとしているのは、コアネットワー

クをＩＰネットワークに巻き取りたいということについて申し上げておりまして、メタ

ルのほうは、物理的な寿命という意味ではまだ大分持つだろうというのがございます。

実はメタルを光に持っていくというのは、いろいろな意味で非常にステークホルダーが

多いといいますか、提供できないサービスがあふれてきてしまうとか、あるいは実際に

どうやってそれを進めるのかという意味で、なかなか乗り越えなければいけないハード

ルが非常に多いと思っております。 

  逆に、今まだ正直申し上げて、４,０００万以上のメタルのお客様がおいでになりま
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すので、その方々をそのまま光に、無理やり持っていくのか、計画的に持っていくのか

という議論は、ちょっと今、なかなか作り出せる段階ではないと思っておりまして、当

社としては、メタルは、少しでも使っていただきやすいサービスをどんどん出すことで

光のサービスに入っていただくことで、メタルのお客様が減っていって、あるタイミン

グを見極めてというか、相対的にメタルのお客様が相当少なくなった段階で、どういう

ぐあいにそれを光にしていくのかというのが合理的な判断ではないかと思っております

ので、秋の段階ではメタルの撤去計画がいつごろまでにこういう形で、こんなテンポで、

というようなことをお出しするというのはちょっとできないと思っております。ですか

ら、あくまでもコアネットワークのマイグレーションについての計画と、その場合の課

題と、それからどういう形でそれを解決するのかということについて出させていただこ

うと思います。 

○佐藤専門委員 他の事業者の方にも聞かないと、何が本当に、今、コストの……。これ

からのモデルのあり方とか、改良のことを議論するのに、どこまでの情報がいるか、ち

ょっと僕も全体わからないんですけれども、もし必要な情報があれば、できるだけ早く、

この場も含めて出していただきたいと思います。 

  後半のところはマイグレーションの影響、ＰＳＴＮマイグレーションの影響と算定期

間は、３年ぐらい関係ないですよという話なんですが、認識の違いを感じていて、ＮＣ

Ｃの話で言うと、既に２つのネットワークが動いて、トラヒックが移行していますと。

それ自体マイグレーションの影響が出ていると言われているようにも思って。要するに、

もしＩＰネットワークが今なければ、全てＰＳＴＮのネットワークにいるはずで、そう

であればモデルはまだまだ多分機能しているのではないかと私は考えていて。機能しな

くなった理由としては、ＩＰネットワークがもう動き始めて、サービスの展開が始まっ

て、お客も移って、そういう中でそういうことを想定してなかった長期増分費用のモデ

ルの算定が、何らかの問題が生じてきたのかなと私は認識しているのですが、私の認識

なり、ＮＣＣの認識であれば、もう既に影響は出ているので、できるだけ早く現状のモ

デルについても、さっきの実費用との乖離も含めて、検討して、議論を始めるべきかな

と感じていますが、という僕の意見に関して、ＮＴＴはやっぱり影響ないんですよと言

われるんですか。率直に、考えないで、素に話していただいて結構ですよ。 

○東日本電信電話株式会社（中川） 光のサービスを使いたがるお客さんというのは、光

のサービスのメリットというのをどのように評価していただいて、今の料金で使ってみ
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ようじゃないかということを選んでいただいて移っていただいている、まさに需要見合

いで移っていただいているお客さんたちだと思っておりまして、それが今、こういう具

合に進んできているんだと思います。 

  逆に、代わりにこのネットワークをＩＰ化したとしてもメタルは間違いなく残ります

ので、その方々をＩＰネットワークにどうやって収容するかということを今、まさに考

え始めております。そういう意味では、メタルのサービスというのをＩＰネットワーク

の中でどうやって生かしていくかということを実現していくことで、合理的な形で移っ

ていける仕組みを検討しているということでございまして、その辺を含めて、多分秋に

それを発表させていただくということになると思っておりまして……。 

○佐藤専門委員 率直に、私は影響していると思うんだけれども、「先生、違いますよ」

とか言ってもらっていいですよ。私も勉強になりますから。「いや、全然影響してない

です」とか、理屈をうまく説明していただければ考えます。 

○東海部会長 まあ、ちょっとこれ以上ＮＴＴさんに……。今の話も非常に大事な、我々

の議論の中で前提としなきゃならないことだと思っておりますが、他の事業者の方で今

のこと、何かご発言ございましょうか。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） まさに今、そこの問題がありますよということを前提にし

て、私どものプレゼンテーションを考えさせていただきました。現に需要は移っている

ということで、片や現実にＩＰネットワーク、ＩＰ電話網が存在している、設備がある

という状況です。さらに、将来的にはこのＰＳＴＮの交換機もＩＰ設備に移ってくるだ

ろうという可能性がもう見えているわけですので、今、ＮＴＴさんのスタンスというの

がはっきり見えないところなので、なおさら我々としてはある想定をおいて、ＩＰ化を

促進するようなモデルを考えてみてはどうでしょうかというご提案にさせていただきま

した。 

○東海部会長 関係して、辻委員どうぞ。 

○辻部会長代理 昨年、プライスキャップについて今後の３年間の算定を行ったときに、

ＮＴＴの効率性のために、支店ごとの収入や費用を用いて経産を行いました。そのとき

にＩＰ化の影響というものを、支店ごとにコストに占めるＩＰとＰＳＴＮの比率を提出

してもらいました。ところが、もう１つの収入のほうがないということで、結局それは

使えませんでした。支店ごとではコストのＩＰとＰＳＴＮの比率等のデータがあるよう

に思えます。ソフトバンクさん、あるいはＫＤＤＩさんが言われたように、ＰＳＴＮも
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ＩＰの比率はやっぱりないでしょうか。ここでは、ソフトバンクさんでは１対０.８と

いう数字を提示されています。支店ごとの費用では大体のデータはいただいたのですが、

収入が分わからないということで使えませんでした。 

○東海部会長 ＮＴＴさんだけでいいですか。 

○辻部会長代理 ＮＴＴのみでいいです。 

○東日本電信電話株式会社（中川） 収入はＩＰ系収入と、音声系収入という形で……。 

○辻部会長代理 収入では……。 

○西日本電信電話株式会社（小椋） 先生。多分収入は支店別に出ますと。ただ、コスト

が今、支店別というよりは、まとめていろいろな仕事をやってございまして、支店別に

出すのは非常に困難ということでございます。 

○辻部会長代理 全体としては、大体のデータは持っておられるのですか。費用の、ＩＰ、

ＰＳＴＮの比率等に関して。 

○東日本電信電話株式会社（中川） 役務決算がございますので、それでちょっと難しい

名前で、勘定科目の名前まで覚えていませんけれども、そういったものが出てくる仕組

みになっております。それは全社一本でしか出てきていないはずですけれども、そうい

うことになっております。たしか、光の収支というのは２１年度からだったと思います

が、２１年度決算時について、その光収支がどういう数字になるのかということは、今

回開示をするような段取りになっていたと思います。決算でそういう作業をしていただ

いておりますけれども。それは先ほど言いましたように、支店別とか、単位ごとになり

ますと、それをどう分けるかとか、ここでやっている仕事をどこに配分すればいいのか

という議論になりますので、ちょっとそこは出しにくいということではないかと思って

おりますけれども。 

○辻部会長代理 そうしたら、今の移行期のＰＳＴＮとＩＰも両方ともミックスになって

いる状態でも、これはもちろん経年ごとに変わってきますから、固定的なものではない

ということもよくわかります。すると、これらを勘案して、、長期増分の中でコストも

必要なときに、ＰＳＴＮとＩＰのデータというのは用いることができるわけですね。 

○西日本電信電話株式会社（小椋） はい。 

○東海部会長 わかりました。関係して何かご発言ありますか。どうぞ。 

○斎藤委員 ファクスが出てきて、大変便利なのでみんなが使うようになった。その後、

メールを使うようになった。最新鋭のすばらしいファクスが出てきて、コストはこうな
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りましたよ、という情報をもとに、メールのコストを計算する、あるいはコミュニケー

ションのコストを計算するとこうなりますというような話をしているような気がするん

ですね。 

   今たくさんの人が使っているメールというものを全く無視して、最新鋭のファクス

で、これは透明性が高いから、これだったらみんなが分かりやすいから、これのコスト

を使ってやりましょうね、と言っているように私には聞こえるんですが、そういう単純

な言い方をしてしまうと語弊があるかもしれませんけれども。現実にＩＰが出てきてい

るのに、それを無視するというのは、何か素人としては納得がいかない気がいたします。

それと日本のコストが高い、これはどこからきているのかというのがよく分かりません。

ユーザ側の私のほうにとっては、なるべく安い料金にしたいわけですけれども、それが

なぜ、海外の国と比べて、高いのか、そのあたりを教えていただければと思います。 

○東海部会長 これ、どなたにお聞きしましょうかね。 

○東日本電信電話株式会社（中川） 国際的に高いとおっしゃるのは、先ほどこの資料の

中で接続料が高いというのをごらんいただいてのお話かと思いますが、何ていうんでし

ょうか、ブロードバンドの、多分利用者料金という意味では、日本は決して高くはない

と思っておりますし、相当の水準とか、ほとんど世界最先端のレベルではないかと思っ

ております。 

  先ほどの数字、資料というのは、接続料が高いのか安いのかというご意見だと思いま

すけれども、実はこの接続料というのは、例えば基本料との関係においてどういう具合

になっているんだろうかとか、トラヒックが、この接続料を決める需要というのが上が

っているんだろうか下がっているんだろうか、それとも横なんだろうかということによ

って大分変わってまいりますものですから、総じて日本の場合には、基本料は下がる傾

向にありますが、他の外国の基本料というのは上がっておりますんで、そういう意味で

接続料なのか、それとも基本料なのかというところの、ある意味政策的な違いも反映し

ているのかもしれませんけれども、そういう結果として出てきているんだと思います。 

  それからなおかつ、今ここで扱っている昔のＰＳＴＮのトラヒックというのは、やは

り日本の落ち方が非常に大きくて、諸外国に比べますとやはり落ち方が大きいので、結

果として割るものが小さくなって高くなるというような世界にもなっておりますもので

すから、そういった、ここだけをとらえるのではなく、全体の中でどんなものなのかな

という見方ではないかと思っておりまして、そういう意味では、世界に飛び抜けて高い
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接続料だというふうには、必ずしも思っていないというのが私の認識です。 

○東海部会長 いかがでしょうか。そうですね。今のは、ソフトバンクさんの資料の６ペ

ージ。 

○ソフトバンク（テレコム）株式会社（弓削） 私どもの資料には、ちょっと基本料の

ほうまで押さえてなかったので、そのデータを提供できなくて申しわけないんですけ

れども、ただ基本料と接続料というのは、そういった形で混ぜてしまうと、なかなか

議論が難しいのかなと。一応切り分けられているつもりではいたんですけれども。た

だ他にもいろいろな条件があると思いますので、そういったところを議論していただ

ければ大変ありがたいかなと思いまして、必ずしも正確だとは思っていませんけれど

も、データを拾ってみましたということでございます。 

  それから斎藤先生が先ほどおっしゃった、ファクスとメールという話は、私どもの

資料の１３ページに、若干イメージを書いてございますけれども、ＩＰハイブリッド

という形で、先ほどのお話でいえば、全部メールに一旦戻して計算するのか、全部フ

ァクスとして計算するのかということで、これからのことを考えれば、まあ①と書い

てありますけれども、ＩＰハイブリッドというのも１つの考え方かなと。 

  で、一方では移行期をどうするかという議論もきちんとしなくてはいけないのだろ

うなというふうに考えておるところでございまして。それでも仕方なければ、ＰＳＴ

Ｎ定常という全部古いものにというのも、１つのやり方としては、移行の段階による

と思うんですけれども、あるのかなというご提案を差し上げたところです。 

○東海部会長 斎藤委員の、メールの時代にファクスの話をしているというのは、これは

全員が耳の痛い話で、そちらも含めて、それはそれといたしまして。ただし実は、この

ＰＳＴＮは、先ほどどなたかの資料に出てまいりましたが、まだ４,４００万の加入数

でございまして、ＩＰが今２,２００万でしたっけね。ですからまだ半分という状況。

ただしカーブが全然違いますね。ですからそのあたりのことで今から議論をしていると

いうふうな考え方で、対象にしているというふうにご理解いただければありがたいなと

思っておりまして。ファクスの欠点をここで議論しようということではなくて、先のお

っしゃるとおりの環境認識をしっかりとしなきゃいけないということは、いつも審議会

で議論をさせていただいているところだと、私は思っているところでございますけれど

も。 

  何か関係してどうぞ。佐藤委員。 



 

－32－  

○佐藤専門委員 例えが上手いかどうか、たぶん下手で、わかんないですけど。昔交通や

っていたんですけど、やっぱり鉄道をみんな街にひきたがって、鉄道があって、でも車

が普及してくると車に乗れる人は車に先に移っていって、人が減ってくる。それでも鉄

道は街が必要だといって、コスト高いけど維持して、最後まで１人しか乗らなくても維

持できる、するんですか、いやそれは車に乗れない人がいるからっていう議論が出ます

けど、発想を変えると、じゃあバスではどうだとか、じゃあタクシーチケットを配って

しまったらいいじゃないかというようなことがあるんで、交換機を使う人が最後１人に

なるかどうか知りませんけど、やっぱりマイグレーションの、そういうスケジュールを

見ながら、全体的にどういう形で、そういう方を支えながら、新しいネットワークに移

行していくかというのを議論すべきかなと。 

  あと工事で、いろいろ光も含めていろんな工事の人を見積もりで来て話しますと、い

や昔はちょっとでも電話が止まるとみんな怒ったけど、この頃はみんな携帯があるから、

光がいつつながりますかって聞くけど、電話がその日につながりますかまで聞かない人

もいるとか。よく分かりませんよ。電話のＮＴＴが担ってきた、本当に瞬時でも止まっ

ていけないといわれてきた、この電話のサービスが、いろんな形で、もっと携帯も含め

て多様なもので補いながら、変わってきていると思いますんで。ユニバは、私は委員じ

ゃないんで勝手なこと言いますけど、広く総務省で議論していただけるといいなと思い

ます。 

○東海部会長 関係して何か、事業者の方も含めてご発言ございますでしょうか。 

○相田専門委員 あまり直接的な関係ではないんですけれども、今回ＫＤＤＩさんとソフ

トバンクさんからのご提案というのは、結構似ているかなと思うんですけれども。例え

ば分かりやすい例で言いますと、ＫＤＤＩさんの資料の３ページ目というので見ますと、

これで見ると現在でいうＩＣ接続に関しては、ＩＰのほうでやるといくらになるかとい

うのが対抗馬として計算できるんですが、ＧＣ接続がいくらというのは、このＩＰのほ

うでいくら計算しても直接的な数値は出てこないということで、あまり大きな問題では

ないような気もするんですけれども、ＩＰで計算した値を用いてＰＳＴＮのほうのＧＣ

接続の接続料を計算することをどんなふうにしたらいいかということで、浮かび上がれ

ば教えていただきたいと。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） 申し訳ありません。そこまでの詰めた考えはないんですけ

れども。何らかのモデルというのですかね、を当てはめていくということで解決はでき
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るのではないかというふうに、全くそういう意味では素人なんですけど、思います。全

くＩＰ電話ともちろんＰＳＴＮの量は設備も構成も違いますし、完全に加重平均といっ

ても単純に比率で足して割るだけでは難しいだろうなというような気はしておりますけ

れども、何かそこら辺を工夫が必要なんだろうと、ここは総務省さん、料サ課さんとも

十分議論させていただきたいなというふうに思っております。 

○関口専門委員 よろしいですか。 

○東海部会長 どうぞ。 

○関口専門委員 私も、このＫＤＤＩさんとソフトバンクさんの資料はとても検討に値す

るご提案だというふうには理解しておりますけれども。メールとファクスに例えて言う

と、ソフトバンクさんの片方の極端であるＩＰハイブリッドは電気自動車に全部変えち

ゃったらという値段ですよね、計算ですよね。その意味で、ハイブリッドというとプリ

ウスの方式ですから、まだガソリンが残っているようなイメージが残るんだけれども。

ここについては、ソフトバンクさんはＩＰ－ＬＲＩＣをお作りに、新規構築というふう

にご提案されてらっしゃって、ＫＤＤＩさんはちょっと厳しいから、むしろ既存のＰＳ

ＴＮのＬＲＩＣに将来原価方式を加えるような形で、合わせ技でどうだというご提案で

すよね。ここの意見の違いとしてのＩＰ－ＬＲＩＣというのは、ソフトバンクさんはや

ればできるというふうにご理解されているんでしょうか。○ソフトバンク（テレコム）

株式会社（弓削） あまりきちんとした意見はないんですけれども、ぜひ関口先生には

お願いしたいと思うんですが。先ほど相田先生からご指摘のあったＧＣとかそういった

ところをどうするかというのもですね、モデルをいくつか作らなきゃいけないのかなと。

だから力技でやるしかないかなというふうには思っております。先ほどの格差というか

差分の解消ということも含めてですね、どうするかということではですね。 

  で、ハイブリッドというのは、ネーミングがおかしいんじゃないかというお話がござ

いましたけれども、需要側のほうがですね、両方を足したものになっているということ

で、一応ハイブリッドというふうに。これは他で使われて、たしか海外で使われている

名前だと思いましたので、採用させていただきました。ご検討いただければ幸いです。 

○東海部会長 関係して何かご発言、どうぞ。 

○佐藤専門委員 具体的に、提案として。今の話なんですけど、ソフトバンクとＫＤＤＩ

からハイブリッドと書いてありますけど、トラヒックが両方でというのか、ＩＰのほう

とＰＳＴＮと移りながら、例えば電話なら電話のサービスを違った形で提供しているの
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で、ある種ハイブリッドにして親が子を育てて次は子が親を負担するのかどうか、ちょ

っと分かりませんけど、ある程度負担を共通化してみたいなモデルに見えるんですけれ

ど。ＮＴＴはここに出てきた提案をごらんになって、考え方は分かるとか、考え方のこ

こに少し公平性の問題があるとか、ＮＴＴとしてはどうお考えになるか、ちょっと話し

ていただけますか。 

○東日本電信電話株式会社（中川） おそらく０ＡＢ～Ｊの音声電話を発信して着信した

ときに、光にかかっているのか、ＩＰ、ＰＳＴＮにかかっているのかは、発信する人は

分からなくて、そこにいく接続料が違っていてユーザ料金が一緒だという関係とかです

ね、そういった意味では確かに一つの音声の電話というのを実現する方法として２つあ

って、それぞれが別々であっていい、そういう代替性がある、今の姿になっているとい

う観点でいうと、もともとＩＰとＰＳＴＮは規制の枠組みが違うはずだというのは、い

つも私どもは言っているんですけれども、それは置くとしてですね、そういう意味では

確かにＩＰ電話とＰＳＴＮ電話のコストと需要というのを、合算し合う形で何か方法が

とれないのかという考え方はあるかなという気もしておりまして。 

  ただ私ども最初からずっと申し上げているのは、多分そのときに出来上がったモデル

にせよですね、それはＩＰのネットワークにせよ、ＰＳＴＮのネットワークにせよ、そ

のトータルとしてのコストをどうやって私どもの接続に応じた費用として回収できるか

というモデルをどう作るかというところが一番問題で、そういう意味ではＩＰ網の、た

ぶんＬＲＩＣ化というのはむちゃくちゃ難しくてですね、おそらくできないとすると、

実際費用的なものでやるしかないんじゃないかと思いますし、一方、そのＰＳＴＮは既

にそういう意味で先ほども申し上げましたが、ＬＲＩＣ等はなかなか難しいところで、

実際と混じっていかないといけないんじゃないかという要素もあるとすると、そういっ

たときにでき上がる合算モデルみたいなものもＬＲＩＣ的なものではなくて、むしろ実

際費用方式に近いようなものでどうやって作るのかなということを考えるという前提が

もしあれば、そうしたほうが合算して考えるような仕組みがあってもいいのかなという

気もいたします。というのが１つ、基本的なところです。 

  それから、もう１ついくつか、例えばＫＤＤＩさんが将来の数を想定してそれで決め

ようというのは、やっぱりなかなか需要見合いで移っていく世界だと思っているので、

何年か先の、ＰＳＴＮとＩＰのひかり電話とのウエートがこの程度だと想定するという

のはなかなか難しいんじゃないかというのが本音としては１つあります、というご報告
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くらいです。はい、今、思っておりますのは。 

○佐藤専門委員 トラヒックの移行がどう進んでいくかもちょっと難しいし、モデルを新

しいネットワークに対してどう作るかはさらに難しいだろうとは思いますが、じゃあ実

費用で一応計算してみてくださいといったら、ＮＴＴは夏か秋に会社に出てきてできた

りするんですか。やっぱりこれも大変なの。実費用もやっぱり大変で、モデルを作るの

と同じくらい……、すべて大変なことを我々はやろうと思っているんですけれど、どの

くらいどっちが大変かなという質問で、すみません。 

○東日本電信電話株式会社（中川） 少し考えさせてください。もちろん決算をちゃんと

しまして、いろいろな役務であるとか、接続会計であるとか、いろいろな切り口で改良

しているわけですから、何か考えれば分けられるんだろうと、実績を分けられるんだろ

うなという気はしないでもないなと思います。まだ正直、思いつきで言ってますので、

何とも言えませんけれど。ただ、先々どうやって見るんだと言われちゃうと、とてつも

なく難しくなるなという気はいたしますけれど、少なくとも実績はこういう具合に分け

ることができるかもしれないというようなものは、できるかなと、そういうことではな

いでしょうか。 

○東海部会長 今のご発言は西のほうも同意されますか。 

○西日本電信電話株式会社（小椋） いや、相当……、できる、できないという、かなり

前提を大胆においてやるということが前提になってきている、どこまでできるかという

ことが、本当に……、今中川が言いましたけれども、ちょっと検討させていただかない

と、できますということを言い切るというのは、ちょっと勘弁していただかないと。 

○東海部会長 何か関係してご発言ございましょうか。 

○ソフトバンク（テレコム）株式会社（弓削） 言葉じりをとらえるわけじゃないんです

けれども、ＩＰ経由のケースはなかなかＬＲＩＣというのは難しいとおっしゃるのは、

確かに難しいというのは分かるんですけれども、ＩＰ経由のほうが技術進歩は非常に速

いということも考えるとですね、ＩＰ経由のほうは実績でというのは若干の違和感はあ

ります。それだけです。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） 現実的に非常に難しい、どの方法をとっても難しいという

のはご指摘のとおりだと思うんですけれども。現状を、ＬＲＩＣを継続しても、あるい

は実際原価方式にしてもですね、ＰＳＴＮの接続料というものを今の考え方で算定して

いったら上がることはもう避けられない状況。そうなってきたときに、やっぱり我々が
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事業の中でコストを案分すればいいじゃないか、みたいなところがあるかもしれません

けれども、現に今使っている通常の一般の電話からマイラインでご利用になっているユ

ーザさんというのは料金を上げるわけにはいかないとすると、我々の事業としては非常

に厳しい状況になる。これはおそらくフュージョンさんがおっしゃったのが最も切実に

出ていたかもしれないんですけれども、その同じことというのは、おそらく一番大きな

影響をこうむられるのはＮＴＴコミュニケーションズさんだろうと思うんですが、この

場にはいらっしゃらない。ここはＮＴＴのあり方を議論する場じゃないということは十

分理解しているんですけれども、そういったところが、やはりこの問題が非常に難しい、

あるいは複雑な要素を含んでいるということを端的に表しているんじゃないかなという

気がします。ぜひとも、やはり将来に向けて全体のコストが下がっていくモデルという

ものを何らか大胆な仮定かもしれませんけれども、置いてですね、光３,０００万とい

う想定を置かれたわけですから、そういった大胆な想定の元にですね、何らか手法を編

み出していきたい、あるいはいただきたいというふうに思います。 

○東海部会長 はい。今のお話はＮＴＴの経営形態の問題も含めてお話しされたんだろう

と思っておりますけれども、相田委員が「光の道」構想のコアメンバーでいらっしゃい

ますので、先般第１０回の接続政策委員会におきましても、そのご説明を行政のほうか

ら受けまして、私どももそういった方向性についてはしっかりと、環境として認識しな

ければならない。今回の２３年度以降にですね、どうやってこれを反映できるかという

ことについては、実は今日、事業者の方からいい知恵を拝借したいというふうに思って

いるところでございますけれども、そういった流れというものは間違いなく変わってい

くわけですから、その点についてしっかりと議論を踏まえていかなきゃいけないという

ふうに思っているところでございます。相田委員、何か。 

○相田専門委員 いや、いえ。 

○東海部会長 よろしゅうございますか。 

○辻部会長代理 まだ議論されていない点ですが、入力値につきまして、少しお聞きした

い。ＮＴＴの資料の最後にあったと思いますが、５ページですね。一番下にある、トラ

フィックの予測と実績の乖離です。これは、私はこれがＬＲＩＣに入る１１年か１２年

のときのトラヒック予測委員会の委員長をしており、次の期のトラヒックを予測して、

それでもって次の期の費用を割り、接続料を出しました。当時は大きく通信量が落ちる

ときでしたから、どこまで落ちるかわからなかったものですから、いくつか３つほど予



 

－37－  

測し、その中の真ん中を採りましたが、外れました。ただそのとき、もちろん予測です

から外れることはあるから、ビジネスは競馬ではありませんので、こちらの予測で接続

料にプラス、マイナスが出るのはまずいというので、精算という概念を入れました。私

は経済学者で、精算というのは公平で最も自信を持って入れましたが、当時の経営者方

から、全部総スカンを食いました。株主総会が済んだ後で領収書が回ってきて払うのは

けしからんということです。結局精算はその後なくする方向に行きました。 

  しかしながら、現在のこの予測のやり方ですが、できるだけ実績値を入れていくとい

うので、分かっている実績値をできるだけ直近までとりましょうというやり方で予測の

期間を少なくしたのですが、それでもここにありますように乖離が１０パーセント近く

毎年出ています。だから私、ＬＲＩＣでは、予測のトラヒックでもって次年度を見て、

それから次年度の費用を出して、あるいは需要を予測して接続料を求めるのが原則です。

入力値について、精算は入れる、入れないは別として、予測のやり方です。一年先を見

て全部予測しても実際より乖離が少なくなるのが現実と思います。予測が当たるように

とできるだけ直近のデータを入れても、それでも予測が外れるということを、他の事業

者の方はどのようにお考えになっておられますか。入力値の変更という考え方になるの

かもしれませんが、どなたでも結構です。 

○ＫＤＤＩ株式会社（長尾） 入力値に関しては、今日ご提案させていただいたシナリオ

なり、あるいは類似のシナリオをご採用いただけるようなことであれば、私どもの資料

の９ページに書かせていただいておりますけれども。平成２３年度以降についてはとい

うところですが、需要が移行期にあるということを踏まえて、将来原価をベースとして

電話サービス全体の接続料を算定するということを前提にするのであれば、入力値につ

いても将来の予測値を用いるということが適当ではないかというふうに考えております。

もちろん、今のＬＲＩＣの算定方式でいった場合に現行の手法というのは当然一定の効

率性はあるとは理解しておりますけれども、今後見直していく中でですね、その入力値

についてもあわせて見直していくという余地は当然あるのかなというふうに思っており

ます。 

○東海部会長 ＮＴＴさんに関係して確認ですけれども、ＮＴＴさんが５ページですか、

東のほうの資料で。入力値の今のご質問の具体的な、運用年度を予測した通信量を用い

ることが最適、適当と考えますというご主張というのは、当該年度のことは当該年度で

という意味ですか。 



 

－38－  

○東日本電信電話株式会社（中川） 例えば、２３年度分については、多分２３年の２月

に申請しますと、そのときに２３年の１月までのトラヒックが実績として出ております。

それを用いてどこを予測したもの、実績と予測値を足して出すかという意味で、２３年

の１月までのトラヒックで２３年の４月から２４年の３月までの２３年度分のトラヒッ

クを推計して、それを使うのがよろしいのではないでしょうかという意味でございまし

て。それと同じことを過去に下ってですね、やってみたらこうこうでしたよということ

をここにお示ししております。はい。 

○東海部会長 結局、精算が入らざるを得なくなりますか。 

○東日本電信電話株式会社（中川） これはですね、精算を入れるのであれば、ある意味

どこでもどの数字でもいいのかもしれませんが、極力精算にならない、乖離がないとこ

ろをどう探すかという手法として、これを申し上げておりますので、あまり必ずしも精

算を前提にしているつもりはありません。 

○東海部会長 はい、わかりました。他にいかがでございましょう。関係をしたことでも

他のことでも結構ですし、また事業者の方からのご発言でも結構でございます。あと残

された時間そんなにございません。 

○佐藤専門委員 コメントでもいいですか。ちょっと全体のお話を伺っている中でのコメ

ント、感想が一部あるんですけれど。物の見方によって、物の感じ方というか、次第な

んですけれど、皆さんいろいろなことを言われたんですけれど、私はそう考えているわ

けではないんですけれど、初めて聞く人はもしかしたらみんな結構勝手なことをおっし

ゃってですね、自分の払っている料金が下がればよろしいというふうに聞こえるところ

が、もしかしてあるかどうかよく分からないですけど、というところがあって、そう聞

かれるとやっぱりよろしくなくて、だからこそ我々はコストに基づいた料金を設定しま

すと。そのコストは競争が機能したときに効率的なマーケットであれば成り立ったコス

トで、それを増分費用という形で作っていますと言っているつもりです。その辺を先ず

ご理解いただきたいと。間違って理解している人はいないと思いますけれど。 

  あとユニバでいうと、私の考え方ではユニバというのはユーザの料金を守るというと

ころで、接続料を含めてやっぱりコスト原則というのがあって、そのコスト原則でつけ

た料金、接続料や何かが仮に違ったりすることで、ユーザ料金に何か波及した段階でユ

ーザ料金はこの格差が認められるかとか、何らかの形で格差を埋め合わせるべきかとい

うことを議論すべきで、一応接続料はやはりコストベース、それからユーザ料金をもう
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一個考えて、ユニバの話はあると思います。で、ユニバの話ももしかしたら接続料が違

ったとしても、競争相手にもユニバがもらうということがあり得るのか、いろいろな考

え方があろうかと思います。 

  最後にもう１点だけ、今日議論を聞いて、いつもＮＴＴに厳しいことも言って申しわ

けないんですけれども、結構正直に素に答えていただいてですね、やっぱりＩＰのネッ

トワークがこれから出てくることによるいろいろな問題が起こっていると思いますので、

ＮＴＴの経営もやっぱりきちっと企業としてできるようにと、それなりに考えていない

といわれるかもしれないけど、いるつもりなので、そんな中でＩＰネットワークにきち

っと移行できて、その上でユーザが本当に競争環境でいいサービスをより安く提供でき

るという議論をしているつもりなので、先ほど言ったいろいろなデータのことも含めて、

ぜひ協力いただきたいと思います。すみません。 

 

閉  会 

 

○東海部会長 ちょうど時間が参りまして、そしていい総括をしていただいて、私がもう

まとめる必要は全くございません。また今日も、特に議論を整理するという時間ではご

ざいません。これからの議論の参考にさせていただくという形でいろいろとご発言いた

だいたところでございます。 

  委員の皆さん、いかがでございましょう。これで締めくくってよろしゅうございまし

ょうか。はい、ありがとうございました。以上をもちまして本日の合同ヒアリングを締

めくくりたいと思います。皆様方のご協力によりまして今日は大変活発で円滑な進行を

させていただきました。主催者として感謝を申し上げたいと思います。本日行われまし

たヒアリングの内容につきましては今後の議論の参考とさせていただきたいと思います。 

  なお、今日のヒアリングの時間がこのように限られておりましたので、委員の皆様方

も、それから事業者の皆様方も何かまだ質問をしたい、あるいはこういう意見を言うの

を忘れたというようなことがございましたら、ぜひとも追加のご質問をいただきたいと

思っております。事務局からは明後日、５月２７日の木曜日というご提案をいただいて

おりますので、ご協力いただいて事務局にご提出をいただきたいと思います。またそれ

に向かっては、今度はご回答いただかなければなりませんということで、その点のご協

力もお願いをしたいと思っております。 
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  次回の電気通信事業政策部会につきましては、決まり次第事務局からご連絡でござい

ますが、接続政策委員会は６月１５日の火曜日だったと思いますが、既に決定しており

ます。開催予定でございます。そこからさらに今日のヒアリングの結果を参考にさせて

いただきながら、議論を詰めていきたいと思っております。予定では６月、７月、議論

を煮詰めて、また今度、案を作らせていただいたものを、パブコメという形にさせてい

ただいて、また再び皆さんのご意見を承るという機会があろうかと思っております。そ

の節はどうぞよろしくお願いしたいと思っております。今日は大変ご協力いただきまし

てありがとうございました。終了させていただきます。 

                                ── 了 ── 

 

                      

 

 


